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駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて

近年、いわゆる「物流2024問題」を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避で

ある業務用車両に係る駐車需要に対応する必要性が大きく高まる中、周辺の交通の安全

と円滑への影響を最小限としつつも、こうした駐車需要にきめ細かく対応することが求

められているほか、引き続き、訪問看護等に係る駐車需要へも適切に対応していく必要

があるところ、先般閣議決定された規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）に

も、物流・医療をはじめとする、社会的に重要なインフラを担う事業者の駐車需要に対

応するための駐車規制の在り方に関する内容が盛り込まれたところである（別添参照 。）

各所属にあっては、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、必要な交通の安全

と円滑を確保するため、個々の現場の実情を勘案する必要があることに留意しつつも、

運用の統一を図るほか、関係手続等の合理化及び簡素化を推進するため、下記のとおり

運用を見直したことから、遺漏のないようにされたい。

記

１ 駐車許可制度の趣旨を踏まえた適切な審査の徹底について

道路交通法 昭和35年法律第105号。以下 法 という 第45条第１項ただし書の規定（ 「 」 。）

に基づく駐車許可は、駐車規制の対象とされる道路の部分 法第44条の停車及び駐車（

が禁止されている道路の部分及び第45条第２項の無余地となる場所を除く に該当す。）

る特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該事情への配

慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量して前者が後者を上回るときに行うもの

であり、駐車に係る用務の態様により許可の対象が画一的に定まるものではない。し

たがって、駐車許可の申請があった場合には、駐車の日時、場所、用務その他当該場

所に駐車せざるを得ない特別の事情について適切な審査を行い、駐車許可の対象を特

定の用務に限定することのないようにするとともに、当該規制の必要性と駐車の必要

性を具体的に比較衡量して駐車許可の可否を判断するよう徹底されたい。

なお、駐車が道路使用行為の一部を構成する場合には、道路使用許可の手続による

べきことに留意すること。

２ 駐車規制からの除外措置の対象範囲について

法第４条第２項の規定に基づき 青森県公安委員会が青森県道路交通規則 以下 県、 （ 「

規則」という ）によって駐車規制から除外する措置の対象とする車両は、次に掲げ。

る範囲のものとする。また、下記(1)及び(2)に掲げる車両のうち外形上当該用務に使

用中であることを明らかにする必要のあるもの及び下記(3)に掲げる車両については、



駐車禁止規制、時間制限駐車区間規制及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制に

係る除外指定車標章（以下「除外標章」という ）を交付することとして、除外標章。

が掲出され、かつ、除外標章に係る用務に使用中である場合に限り駐車規制の対象か

ら除外することとする。

(1) 緊急自動車その他の車両であって、公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特

定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの及び当該用務の客体であって

これら車両と一体と認めるべきもの

(2) 道路維持作業用自動車その他の車両であって、(1)の用務に準ずる程度に公共性が

高く、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの

(3) 身体障害者等で歩行が困難な者が使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が

困難な者を輸送するための車両であってその輸送に使用中のもの

３ 県規則の規定の整備等

(1) 許可要件や手続について

駐車許可の要件及び駐車規制からの除外措置の対象や、駐車許可証及び除外標章

（以下「駐車許可証等」という ）の申請時、再交付申請時及び記載事項の変更時。

の手続における申請書及び届出書並びに添付書類については、複数都道府県におい

て申請する者の利便性・効率性や、警察内部における業務効率化の観点から、より

合理的かつ簡素なものとなるよう、県規則の規定の整備等を行う。

(2) 駐車許可証等の不正使用事案等への対処

駐車許可証等の不正使用事案等の違法行為については、国民の間に著しい不公平

感を生じさせかねないことを踏まえ、目的外使用の禁止、不正に使用した場合にお

ける返納等の措置に係る県規則の規定を整備する。また、平素より駐車監視員との

連携を強化するなどしてこの種事案の端緒把握に努め、これを認知した場合は、積

極的に、検挙措置を図るとともに、使用者責任を追及するなど、厳正に対処するこ

と。

(3) その他

法第４条第２項の規定に基づき青森県公安委員会が県規則によって通行禁止規制

の対象から除外する措置の対象とする車両についても、２に準じるものとする。

また、県規則の一部改正については、今後、通達する。

４ 駐車施設の整備等の働き掛け

規制改革実施計画においては、駐車需要に対応した駐車施設の確保を図るため、標

準駐車場条例（令和２年９月７日国土交通省都市局長通知）の改正により、共同住宅

の用途に供する部分のある建築物を新築等する場合においても、百貨店等と同様、一

定規模以上の荷さばきのための駐車施設を附置しなければならない旨の規定を置くこ

ととすることも盛り込まれたところである。

、 、 、 、そのため 駐車規制の見直しと併せて 地方公共団体等に対し 路外駐車場の整備

駐車施設の附置に係る条例の整備（見直しを含む 、共同住宅の敷地内における貨物。）

集配中の車両の駐車場所の確保等について働き掛けること。

なお、本項については、警察庁において国土交通省都市局と協議済みである。

担当 交通規制課規制第二係










